
※委任状及び申請書に関しては、自署の場合は印鑑不要です。
　会社名、住所、代表者名等ゴム印を使用する場合は、自署で
　代表者名を記入すれば、押印不要となります。
　 代表者の自署が無い場合及び訂正が生じた場合は、押印が
 必要となりますのでご注意ください。


